
KANOYA  CITY
PUBLIC  RELATIONS11

管
理
者
制
度
に
移
行
す
る
施
設
に

つ
い
て
は
、
利
用
料
金
制
度
に
お

い
て
適
正
な
受
益
者
負
担
と
な
る

よ
う
使
用
料
、
手
数
料
な
ど
の
見

直
し
を
行
い
ま
す
。

③
市
有
財
産
の
遊
休
地
の
売
却

　

普
通
財
産
、
道
路
残
地
や
里
道

等
の
行
政
財
産
な
ど
、
現
時
点
で

行
政
目
的
と
し
て
活
用
が
見
込
め

な
い
土
地
等
に
つ
い
て
は
、
積
極

的
に
短
期
貸
付
や
売
却
処
分
な
ど

を
行
い
ま
す
。

④
公
金
預
金
の
新
た
な
管
理

　

公
金
の
預
金
は
、
こ
れ
ま
で
確

実
・
有
利
な
管
理
方
法
と
し
て
、

金
融
機
関
へ
の
預
金
で
管
理
し
て

き
ま
し
た
が
、
元
本
及
び
利
息
が

保
証
さ
れ
、
比
較
的
利
息
の
高
い

国
債
等
の
債
権
で
の
管
理
を
導
入

し
ま
す
。

⑤
広
報
等
を
活
用
し
た
広
告
収
入

　
「
広
報
か
の
や
」や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
広
告
掲
載
を
行
う
こ
と
で
、

新
た
な
収
入
の
確
保
を
図
り
ま

す
。

歳
出
改
革
の
取
り
組
み

①
経
常
的
経
費
の
削
減

　

人
件
費
の
抑
制

　

  　

定
員
適
正
化
計
画
に
基
づ

き
、
平
成
21
年
度
ま
で
に
、
職

員
数
の
７
％
削
減
を
目
標
と
し

ま
す
。

　

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

　

 　

全
て
の
「
公
の
施
設
」
に
つ

い
て
、
そ
の
設
置
目
的
及
び
管

理
運
営
の
効
率
性
、
経
済
性
等

全
般
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、

低
コ
ス
ト
で
適
正
な
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
で
き
る
と
判
断
さ
れ
た

施
設
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま

す
。

　

扶
助
費
の
抑
制

　
 　

こ
れ
ま
で
聖
域
と
さ
れ
て
い

た
扶
助
費
に
つ
い
て
は
、
年
々

増
加
す
る
社
会
保
障
費
が
財
政

運
営
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
市
独
自
の
手
厚
い
サ
ー

ビ
ス
に
お
い
て
、
そ
の
役
割
及

び
効
果
を
検
証
し
、
削
減
、
廃

止
又
は
統
合
な
ど
の
見
直
し
を

行
い
ま
す
。

　

公
共
施
設
の
再
編
・
整
理

　

 　

合
併
に
よ
り
未
利
用
と
な
っ

た
り
、
類
似
す
る
公
共
施
設
に

つ
い
て
、
そ
の
役
割
の
見
直
し

や
統
廃
合
を
進
め
、
民
間
へ
の

売
却
等
も
含
め
検
討
を
行
い
ま

す
。

② 

政
策
的
経
費
の
見
直
し
と
重
点

化

　

事
務
事
業
の
再
編･

整
理

　

 　

人
件
費
、
扶
助
費
等
の
削
減

の
ほ
か
、
政
策
的
経
費
に
お
い

て
は
、
枠
配
分
編
成
方
式
を
導

入
し
、
事
業
全
般
に
つ
い
て
、

重
点
化
事
業
と
そ
の
他
の
事
業

に
区
別
し
、
事
業
の
縮
小
・
廃

止
・
繰
り
延
べ
等
、
徹
底
し
た

見
直
し
を
行
い
、
事
業
の
優
先

順
位
を
決
定
し
ま
す
。

　

市
単
独
補
助
金
の
見
直
し

　

 　

市
が
単
独
で
行
う
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
費
用
対
効
果
や
、

公
益
性
・
有
効
性
の
観
点
か
ら
、

審
議
会
等
に
諮
り
、
積
極
的
な

見
直
し
を
行
い
、
総
額
を
抑
制

し
ま
す
。

③
公
債
費
の
縮
減

　

市
債
発
行
の
総
額
抑
制

　

 　

公
債
費
を
縮
減
す
る
に
は
、

市
債
の
借
入
額
を
抑
制
す
る
こ

と
が
最
も
効
果
的
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
毎
年
度
の
市
債
の
借
入

額
を
当
該
年
度
元
利
償
還
金
の

75
％
以
内
に
抑
制
し
ま
す
。

　

合
併
特
例
事
業
債
の
総
額
抑
制

　
 　

合
併
特
例
事
業
債
は
、
後
年

度
の
返
済
に
対
し
交
付
税
措
置

の
高
い
有
利
な
市
債
で
あ
る

が
、あ
く
ま
で
も
借
金
で
あ
り
、

今
後
の
交
付
税
制
度
が
不
透
明

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
借
入
限
度

額
の
60
％
以
内
と
し
、
借
入
総

額
の
抑
制
に
努
め
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
財
政
課
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■
経
常
収
支
比
率

　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
構
造
の
弾

力
性
を
判
断
す
る
指
標
で
、
こ
の
数

値
が
高
い
ほ
ど
財
政
構
造
の
弾
力
性

が
な
く
、
財
政
の
硬
直
度
が
高
い

■
臨
時
財
政
対
策
債

　

地
方
の
財
源
不
足
に
対
し
、
地
方

財
政
法
第
5
条
の
特
例
と
し
て
、
発

行
が
許
可
さ
れ
る
使
途
が
特
定
さ
れ

な
い
赤
字
地
方
債

■
地
方
財
政
計
画

　

内
閣
が
毎
年
度
作
成
し
公
表
す
る

地
方
財
政
全
体
の
収
支
の
見
込
み
額

等
に
関
す
る
書
類
で
、
地
方
公
共
団

体
の
予
算
編
成
の
目
安
と
な
る
も
の

■
基
金

　

特
定
の
目
的
の
た
め
に
財
産
を
維

持
し
、
資
金
を
積
み
立
て
又
は
定
額

の
資
金
を
運
用
す
る
た
め
に
設
け
ら

れ
た
資
金
又
は
財
産

■
財
政
調
整
基
金

　

財
源
に
余
裕
が
あ
る
年
度
に
積
立

を
行
い
、
予
期
し
な
い
収
入
減
や
支

出
増
等
に
備
え
る
こ
と
で
、
年
度
間

の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
す
る
目
的

で
設
置
し
て
い
る
基
金

■
地
方
債
管
理
基
金

　

地
方
債
の
償
還
及
び
地
方
債
の
適

正
な
管
理
に
必
要
な
財
源
を
確
保
し
、

将
来
に
わ
た
る
財
政
の
健
全
な
運
営

に
資
す
る
た
め
に
設
置
し
て
い
る
基

金■
地
域
振
興
基
金

　

市
内
各
地
域
の
振
興
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
公
共
施
設
等
の
整
備
、

そ
の
他
地
域
の
振
興
に
資
す
る
事
業

を
実
施
す
る
た
め
の
財
源
と
し
て
設

置
し
て
い
る
基
金

■
合
併
特
例
事
業
債

　

合
併
市
町
村
が
ま
ち
づ
く
り
推
進

の
た
め
、
合
併
時
の
「
新
市
ま
ち
づ

く
り
計
画
」
に
基
づ
い
て
行
う
公
共

的
施
設
の
整
備
事
業
等
の
た
め
に
借

り
入
れ
る
地
方
債

■
指
定
管
理
者
制
度

　

地
方
公
共
団
体
の
施
設
を
、
指
定

を
受
け
た
「
指
定
管
理
者
」
に
管
理

を
代
行
さ
せ
る
も
の
で
、
「
指
定
管

理
者
」
の
対
象
が
営
利
企
業
の
ほ
か
、

社
会
福
祉
法
人
な
ど
の
公
益
法
人
、

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）

及
び
法
人
格
を
も
た
な
い
団
体
へ
広

が
り
、
運
用
が
拡
大
さ
れ
た

■
定
員
適
正
化
計
画

　

将
来
的
な
職
員
数
の
目
標
数
値
や
、

当
面
の
職
員
定
数
に
つ
い
て
、
平
成

18
年
度
か
ら
22
年
度
ま
で
に
お
い
て
、

具
体
的
な
退
職
者
見
込
み
数
や
採
用

予
定
者
数
を
定
め
た
も
の

■ 

一
般
財
源
と
市
債
の
枠
配
分
編
成

方
式

　

予
算
編
成
に
当
た
っ
て
、
各
部
課

に
あ
ら
か
じ
め
一
定
額
の
予
算
を
提

示
し
、
そ
の
範
囲
内
で
予
算
要
求
を

行
わ
せ
る
方
式
で
、
各
部
課
の
裁
量

権
が
増
大
し
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル

ド
効
果
が
期
待
さ
れ
る

※ 

Ｐ
４
〜
Ｐ
５
の
財
政
用
語
ま
め
辞

典
①
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

◆
◆
◆  

財
政
用
語
ま
め
辞
典
②  

◆
◆
◆
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